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労働安全衛生法に基づく免許試験 
出 張 特 別 試 験 案 内 

令和７年度 
群 馬 

１ 試験の種類、試験会場等 

 

公益財団法人 安全衛生技術試験協会 

関東安全衛生技術センター 
所在地 〒290-0011 千葉県市原市能満2089番地 

     電 話 0436（75）1141 

試験日 10月25日(土) 
試験日 10月26日(日) 

受付期間 ８月１８日（月）～８月２８日（木） 

 ① 結果発表日 令和７年１１月１８日（火） 

 ② 結果発表日に「免許試験合格通知書」又は「免許試験結果通知書」を郵送します。 

 ③ 結果発表日の９時３０分までに当センターホームページに合格者の受験番号を掲載します。 

 ④ 電話等による試験結果の照会には、一切応じられません。  

２ 試験の結果発表 

３ 試験手数料 

8,800円(非課税) 

「関東安全衛生技術センターホームページ」 
https://www.exam.or.jp/center_kanto/ 

試 験 日  試 験 の 種 類 試 験 時 間 試  験  会  場 

10月25日 

(土) 

午前 第 一 種 衛 生 管 理 者  9：30 ～ 12：30 

群馬県ＪＡビル 

前橋市亀里町1310 

 

〔注意事項〕 

◎ 試験開始時刻の20分前までに 
  必ず入室してください。 
 
 

◎ 試験の実施内容等については 
  試験会場に問い合わせしない 
  でください。 

午後  

第 二 種 衛 生 管 理 者 13：30 ～ 16：30 

クレーン・デリック運転士 

【 ク レ ー ン 限 定 】 
13：30 ～ 16：00 

移動式クレーン運転士 13：30 ～ 16：00 

普通ボイラー溶接士 13：30 ～ 16：00 

10月26日 

(日) 

午前   
第 一 種 衛 生 管 理 者  9：00 ～ 12：00 

一 級 ボ イ ラ ー 技 士  9：00 ～ 13：00 

午後 
二 級 ボ イ ラ ー 技 士 13：00 ～ 16：00 

ボ イ ラ ー 整 備 士 13：00 ～ 15：30 

(注1) 第一種衛生管理者の試験開始時刻は、25(土)、26(日)では、異なりますのでご注意ください。 

(注2) 第一種衛生管理者を受験希望する方は、25(土)、26(日)のいずれかの日の受験申請しかできません。 

(注3) 「４(２)書面による申請」により書面申請を行う方は、免許試験受験申請書の「Ｇ 受験希望日」欄を必ず記入して 

   ください。第１希望日が定員に達した場合には、第２希望日となります。 

※障がいなどにより、受験に際し配慮を希望される方は、受験申請の前に当センターまでご連絡くだ 

 さい。 
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（１）オンラインによる申請 

 メリット１ 書面の受験申請書を取り寄せ不要です。 
 メリット２ 試験手数料は、クレジットカードやコンビニ払いなどが可能で、払込手数料が不要です。 
 メリット３ わざわざ証明写真を撮りに行くことなく、スマートフォン等で撮影した顔写真を 
       アップロードすることで申請可能になりました。  
 メリット４ 再受験の場合、オンラインによる申請で、より手続きが簡略化できます。 

〇二級ボイラー技士 

 を受験する方 

同じ試験の種類を再受験す

る方※ 

 

〇第一種・第二種衛生管理者 

〇一級ボイラー技士 

〇普通ボイラー溶接士 

〇ボイラー整備士 

〇クレーン・デリック運転士 

（クレーン限定） 

〇移動式クレーン運転士 

 を受験する方 

オンライン申請のためには、 

アカウントの作成が必要です。 

アカウントを作成し、マイページにログインします。  

アカウント作成ページ 

マイページにログイン後、受験したい試験の種類をご確認ください。 

試験の種類によって、受験資格や必要な提出書類が異なります。  

本人確認書類をアップロード 

 

前回の受験票 

又は 

結果通知書をアップロード 
（受験票等を紛失された方は当センター 

 までご連絡ください。） 

ダウンロードした受験申請書と 

必要書類を 

関東安全衛生技術センター

（千葉県市原市）に郵送 

 

※前回の受験情報から変更がある方は、別途、必要書類の郵送等が必要です。 
〇氏名変更   ：変更の事実が確認できる戸籍抄本等を関東安全衛生技術センターに郵送 
〇免除科目の追加：科目の免除を受けるための書類を関東安全衛生技術センターに郵送 
〇住所変更   ：住所が確認できる本人確認書類をアップロード 

【支払手続き】 

試験手数料は、クレジットカードやコンビニ払いなどが可能で、払込手数料が不要です。 

【証明写真アップロード】 

アップロード画面に表示される証明写真の規格を必ずご確認ください。 

４ 受験申請手続等 

（２）書面による申請 

 ① 受験申請書（「免許試験受験申請書とその作り方」（冊子））の入手方法 

   受験申請書の郵送希望の方は、必要部数及び連絡先を明記したメモと必要な郵送料（切手）を貼った 

  宛先明記した返信用封筒（角形２号封筒、縦33㎝、横24㎝の大きさ）を同封して、③の各団体に 

  申し込んでください。 
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部 数 1 部 2 部 3 ～ 4  部 5 ～ 9  部 10部以上 

郵送料 (切手代) 270円 320円 510円 750円 お問い合わせください。 

（令和6年10月1日現在） 

 ② 試験手数料の払込方法 

   受験申請書を提出される前に、「免許試験受験申請書とその作り方」（冊子）にとじ込まれている五   

  連式の払込用紙を用い、郵便局又は銀行の窓口において払込み、その後、払込用紙右端の「振替払込受 

  付証明書（お客さま用）」を受験申請書の所定欄に貼り付けてください。 

～ 

５ 受験票等の受領と取扱い 

 ① 受験票は試験日の10日前までに受験申請書に記載された住所に届くように送付します。受験票が試験 

  日の３日前になっても届かない場合は、必ず当センターまでご連絡ください。 

 ② 受験票の発行後は、試験手数料の返還、試験日・試験の種類及び科目免除の変更はできません。 

 ③ 受験申請書の提出先及び提出期間 

６ その他の注意事項 

 ① 試験日には、必ずＨＢ又はＢの鉛筆（シャープペンシル可）及びプラスチック消しゴムを持参し 

   てください。 

 ② 文字入力できる等の特殊な機能のある電卓（関数電卓等）は使用できません。 

 ③ 試験中は、飲料を試験室内に持ち込むことができます。 

 ④ 試験会場では食事はできません。 

 ⑤ スマートウォッチ等のウェアラブル端末は、試験中使用できません。 

 ⑥  台風、大雨等による交通機関の不通等により受験できなくなった場合は、10月27日（月）10:00まで 

  に当センターまでご連絡ください。  

試 験 の 種 類 提     出     先 提 出 期 間 等 

第 一 種 衛 生 管 理 者 （一社）群馬労働基準協会連合会 
 〒371-0805 前橋市南町4-30-3 
 勢多会館２階 ☎027（212）9275  

簡易書留郵便 又は 

レターパックプラスにより
送付してください。 

その他の方法によるものは
受付できません。 

 

   ８月１８日（月） 

 

   ８月２８日（木） 

     ※消印有効 

第 二 種 衛 生 管 理 者 

クレーン・デリック運転士 

【 ク レ ー ン 限 定 】 
（一社）日本クレーン協会群馬支部 
 〒371-0233 前橋市横沢町610 
        ☎027（283）1671 

移動式クレーン運転士 

一 級 ボ イ ラ ー 技 士  

（一社）日本ボイラ協会群馬支部 
 〒371-0805 前橋市南町4-30-3 
  勢多会館１階 ☎027（243）3178  

二 級 ボ イ ラ ー 技 士  

ボ イ ラ ー 整 備 士  

普 通 ボ イ ラ ー 溶 接 士  



-4- 

 

群馬県JAビル アクセスマップ 


